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設⽴趣旨

• データ流通、データ主導社会の実現は、我が国の産業活性化・国際競争⼒の強化に資する重要な
社会使命である。

• データ取引市場等のデータ流通事業は、社会基盤として中⽴性、透明性、公平性が求められる。

• データ利⽤者・提供者にとって安⼼・安全なデータ流通の実現のため、データ流通事業者に対するガ
バナンス、遵法性の観点から、⾃主的なルール及び⼀定の要件を満たす者を認定・公表し、社会的
に認知する仕組みを整備することで、遵守体制を確保する必要がある。

• データ流通、データ主導社会の発展のためには、データ流通事業者間の相互連携によるサービス提
供、データフォーマット等の整備を図っていく必要がある。

• データ提供者が安⼼して、かつスムーズにデータを提供でき、またデータ利⽤者が欲するデータを容易
に判断して収集・活⽤できる技術的・制度的環境を整備することで、データ利活⽤を促進する。

• データ流通事業の健全な成⻑のために、データ流通事業者及びその関連事業者による連携を推進
し、適切な運営確保に取り組むために、データ流通推進協議会を設⽴するものである。
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設⽴背景

• 内閣官房 IT室
• 「AI、IoT時代におけるデータ活⽤ワーキンググループ中間取りまとめ」

• 経済産業省・総務省(IoT推進コンソーシアム)によるデータ流通
促進WG データ連携SWG 

• 「データ流通プラットフォーム間の連携を実現するための基本的事項」
• 総務省 情報通信審議会 情報通信政策部会 IoT政策委員

会基本戦略WG データ取引市場等SWG
• 「データ取引市場を運営する者などに関するルールの在り⽅について検討」
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情報通信審議会 情報通信政策部会 IoT政策委員会
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事業内容
• （１）データ流通事業者等の運⽤基準の策定
• （２）データ流通事業者等の技術基準の策定
• （３）データ流通事業者等の運⽤基準及び技術基準に基づく

認証・監査・公表
• （４）データ流通市場活性化のためのデータ利活⽤の創出⽀援
• （５）データ流通市場を巡る法的課題や国際連携等に関する

調査・研究
• （６）データ流通市場に関連する関係省庁への政策提⾔及び

関連団体との連携
• （７）前各号に掲げるもののほか、データ流通市場の健全な成⻑
のために必要な活動
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組織
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役員

理事⻑ 村井 純（慶応義塾⼤学 環境情報学部）

外部理事
（⽒名 五⼗⾳順）
越塚 登（東京⼤学⼤学院 情報学環）
柴崎 亮介（東京⼤学 空間情報科学研究センター）
中村 伊知哉（慶応義塾⼤学⼤学院 メディアデザイン研究科）

内部理事

（⽒名 五⼗⾳順）
伊藤 直之(株式会社インテージ)
植⽥ 健治(⼤⽇本印刷株式会社)
⼤槻 ⽂彦(富⼠通株式会社)
甲斐 隆嗣(株式会社⽇⽴製作所)
杉⼭ 恒司(株式会社ウフル)
⽵林 ⼀(オムロン株式会社)
真野 浩(エブリセンスジャパン株式会社)
森⽥ 直⼀(株式会社⽇本データ取引所)
⼭⼝ 亮介(さくらインターネット株式会社)
若⽬⽥ 光⽣(⽇本電気株式会社)

監事
（⽒名 五⼗⾳順）
板倉 陽⼀郎(ひかり総合法律事務所)
落合 孝⽂(渥美坂井法律事務所・外国法共同事業)
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会員種別

会員種別 年会費 議決権 対象者 役割等

正会員 30万円 あり
•⺠間企業（法
⼈）
•個⼈

•⼀般社団法⼈及び⼀般財団法⼈に関する法律上の
社員
•総会での議決権（１社１票）
•委員会への参加及び議決権（１社１票）
•本協議会主催イベントへの出展

賛助会員 10万円 なし

•⺠間企業（法
⼈）
•地⽅公共団体
•学術機関
•個⼈

•⼀般社団法⼈及び⼀般財団法⼈に関する法律上の
社員ではなく、本協議会の⽬的に賛同し、その事業に
協⼒しようとするもの
•傍聴可能な委員会への参加（議決権なし）
•本協議会作成資料の利⽤
•本協議会主催イベントへの出展

特別会員 なし なし •⾏政機関
•NPO団体

•当協議会の活動⽀援を表明する⾏政機関や⾮営利
団体等、理事会により特別会員として承認した団体
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※⼊会単位は1法⼈1会員とし、親⼦会社、関係会社、グループ会社等の会員資
格等の扱いについては、都度検討致します。
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会員(2018/1/15現在)

•あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
•アビームコンサルティング株式会社
•イオンクレジットサービス株式会社
•株式会社イトーキ
•株式会社インテージ
•株式会社インテック
•インフォコム株式会社
•株式会社ウフル
•ＨＹＣ株式会社
•株式会社NTTデータ
•エブリセンスジャパン株式会社
•株式会社応⽤電⼦
•オムロン株式会社
•オリンパス株式会社
•兼松株式会社
•共同印刷株式会社
• 株式会社クレアンスメアード
•コニカミノルタ株式会社
•さくらインターネット株式会社
•シャープ株式会社

正会員
•三井住友海上⽕災保険株式会社
•株式会社三井住友フィナンシャルグ
ループ

•株式会社リゲイン
•株式会社リコー

•株式会社セゾン情報システムズ
•ソフトバンク株式会社
•⼤⽇本印刷株式会社
•⽥辺三菱製薬株式会社
• TIS株式会社
• D.A.コンソーシアムホールディングス
株式会社

•株式会社電通テック
•東芝テック株式会社
•東洋ビジネスエンジニアリング株式会
社

•株式会社 True Data

•凸版印刷株式会社
•⽇本電気株式会社
•⼀般財団法⼈⽇本データ通信協会
•株式会社⽇本データ取引所
•⽇本ユニシス株式会社
•株式会社ネクストスケープ
•株式会社博報堂DYホールディングス
•株式会社⽇⽴製作所
•株式会社ビデオリサーチ
•富⼠通株式会社

計72団体・個⼈



11⼀般社団法⼈データ流通推進協議会

会員(2018/1/15現在)

•有限責任あずさ監査法⼈
•株式会社アット東京
•アドソル⽇進株式会社
• NECネッツエスアイ株式会社
•グローバルウェーハズ・ジャパン株式
会社

•株式会社ＫＤＤＩ総合研究所
•株式会社構造計画研究所
•サトーホールディングス株式会社
•新⽇鉄住⾦ソリューションズ株式会社
•中部電⼒株式会社
•トッパン・フォームズ株式会社
•トレジャーデータ株式会社
•⽇産⾃動⾞株式会社
•株式会社⽇本政策投資銀⾏
•株式会社ネクスウェイ
•パーク２４株式会社
•株式会社マーシュ
•三菱⽇⽴パワーシステムズ株式会社
•株式会社 村⽥製作所
•公⽴⼤学法⼈横浜市⽴⼤学

賛助会員 特別会員
•沖縄県 商⼯労働部情報産業振興課
•⼀般財団法⼈⽇本情報経済社会推進協
会

•⼀般社団法⼈iOSコンソーシアム
•⼀般社団法⼈インダストリアル・バ
リューチェーン・イニシアティブ

•⼀般社団法⼈情報通信技術委員会
•東京⼤学 ⼤澤幸⽣教授
• 東京⼤学 早⽮仕晃章助教
•ヘルスケアIoTコンソーシアム



運⽤基準検討委員会
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⽬的
• データ取引市場等のデータ流通事業は、社会基盤
として中⽴性、透明性、公平性が求められる。
データ利⽤者・提供者にとって安⼼・安全なデー
タ流通の実現のため、データ流通事業者に対する
ガバナンス、遵法性の観点から、⾃主的なルール
及び⼀定の要件を満たす者を認定・公表し、社会
的に認知する仕組みを整備することで、データ流
通事業者の遵守体制を確保する必要がある。

• このようなデータ流通事業の健全な成⻑のために、
データ流通事業者及びその関連事業者による連携
を推進し、適切な運営確保に取り組むために、
データ流通事業の「運⽤基準」を策定する。
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期待する成果
• データ流通事業者の適切なガバナンス、遵法性
を確保するため、データ流通事業の運⽤基準に
則した⾃主的なルール及び⼀定の要件を満たす
者を認定・公表することで、会員であるデータ
流通事業者が社会的に認知されることが期待で
きる。
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運⽤基準策定⼿順

基準策定
提案

会員3社以上

理事会
基準策定
作業開始
承認

出席理事
の1/2

委員会
基準策定
承認

出席委員
の2/3

理事会
会員レ
ビュー開
始承認
出席理事
の1/2

会員
レビュー

投票会員
の2／3

+

全コメン
トへの
回答

理事会
基準承認

出席理事
の2/3

認定業
務開始
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• 基準の策定は、会員の発議により開始。
• 策定は、委員会参加会員にて⾏い、全ての会員の
レビューを受ける。
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ロードマップ
2017年12⽉

委員会活動のスコープ定義・
策定提案募集

2018年1⽉

提案審議・理事会による策定
開始承認

2018年3⽉

初版ドラフト策定完了
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2018年4⽉

会員レビュー
2018年5⽉

レビュー反映
2018年6⽉

会員レビュー・
承認

2018年7⽉

基準公開・認定
監査委員会へ
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マイルストーン
• 2018年7⽉末 「運⽤基準」公開・説明会開催
• 2018年8⽉末 「運⽤基準」認定・公表
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技術基準検討委員会
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【活動の⽬的】
データ流通プラットフォーム間及び利⽤者・提供者との連携のための

「データカタログ」、「メタデータ」、「API」、「データ品質」について
検討を⾏い、ガイドラインの策定や、標準仕様化を検討する。

【期待効果】
■データカタログ・メタデータ・APIの標準化
◆ドメインの異なる様々なデータから、利⽤したいデータを横断的
に検索できる。

◆さまざまな提供源からのデータを、同⼀の⼿順により低負担で
取得できる。

■データ品質の標準化
◆要求にあった品質のデータを⼊⼿することができる。

活動の⽬的と期待効果



H28 H29 H30

データカタログ

メタデータ・
ＡＰＩ

データ品質

調査

調査

ドラフト
作成

標準化検討

ドラフト作成＆
標準化検討

基準
作成

ドラフト作成
＆標準化検討

運⽤・管理

運⽤・
規格化

活動計画
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12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉

委員会

カタログ
メタデータ

ＡＰＩ

データ品質

第1回委員会
(12/26)

第２回委員会
(2/M)

第３回委員会
(3/E)

活動計画の合意 中間報告 最終報告

カタログ・API
メタデータ調査

カタログガイドライン作成

API・メタデータガイドライン化⽅針
検討

データ流通時に求められる品質ニーズ把握

活動計画（今年度）
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活動計画（検討のフレームワーク案）
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IPA IPA ソフトウェア
⾼信頼化センター

国際規格SQuaRE
ISO/IEC 25012 データ

品質特性 など

DTA

技術基準検討委員会
WG2 データ品質

運⽤基準検討委員会

データ品質(尺度）基準

データ流通事業者の「運⽤基準」
データ
流通
業者

DTA
基準
採⽤

IPA 国際標準
推進センター

コア語彙標準定義 など

技術基準検討委員会
WG１ ｶﾀﾛｸﾞ/API/語彙

データ互換性基準

認定・監査
委員会

データ流通業者基準

国等諸機関 認定制度のための基準（案）

データ品質(尺度)基準データ互換性基準データ流通業者基準

相互互換性、
データ品質、
語彙標準整備
普及

認定

参考

DTA：データ流通推進協議会

IPA ：情報処理推進機構

他のIT基準の
策定組織



活動計画（基準（データ互換性）検討）
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◎データ互換性基準の要件（案）

① データ検索統⼀性： 統⼀データカタログ
（データの属性・特性（品質）・ライセンス・形式、カタログ機能）

② データ形式統⼀性： 各分野標準データ形式
（メタデータ、データファイル形式）

③ データ融合性： 共通語彙・共通コード
（コア語彙利⽤、GIS位置情報、共通コード参照）

④ データ取得⽅法統⼀性： 統⼀データ交換API
（標準データ交換形式、通信規約、認証⽅式）

◎データ互換性の課題（WG１主査にて仮説を設定）

•どのようなデータがあるか分からない ⇒ ①
•データの所在場所がわからない ⇒ ①
•データの仕様が公開されていない ⇒ ①
•データの仕様がシステム毎に異なる ⇒ ②
•データが分野間で融合できない ⇒ ③
•データの取得⽅法がシステム毎に異なる ⇒ ④
•パーソナルデータの法律にあった適切な扱い ⇒ 政府の動向確認
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共通項⽬

分野ごと

[現状]国際規格SQuaRE ISO/IEC 25012 データ品質特性について定義
正確性（Accuracy）完全性（Completeness）一貫性（Consistency)
信ぴょう性（Credibility）最新性（Currentness）アクセシビリティ（Accessibility）
標準適合性（Compliance）機密性（Confidentiality）効率性（Efficiency）
精度（Precision）追跡可能性（Traceability）理解性（Understandability）
可用性（Availability）移植性（Portability）回復性（Recoverability）

定義のみで尺度はない

データ流通に求められるデータ品質に関する基準（尺度）を策定するとともに、ガイド
ラインを作成する。
基準及びガイドラインは、共通項目と分野（ドメイン）ごとに分けて検討を進める。

分野ごと 分野ごと 分野ごと－－－－

活動計画（基準（データ品質）検討）



利活⽤促進委員会
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活動の⽬的
• 会員や関係ステークホルダーとのコミュニケー
ション、プロモーション、⽀援活動を通じ、広
くデータ流通の活性化に貢献する。
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 企画・運営
- シンポジウムなどイベント企画や協賛、表彰制度
 利活⽤促進
- マッチングや勉強会など会員⽀援や認証取得⽀援
 政策・調査・研究
- テーマ別の研究会やそれを通じた政策提⾔

関連府省、アカデミア、関連団体、メディア等との積極的なコミュニケーション
によりこれらを推進する

⼀般社団法⼈データ流通推進協議会



利活⽤促進
 データや事業者のマッチング⽀援
 座組みやコミュニティの構築⽀援
 利活⽤に関する相談
 勉強会（活⽤事例、事業領域別など）
 活⽤事例集の作成・公開
 デザインワークショップやアイデアソン⽀援
 認証取得のサポート
 技術基準・運⽤基準の普及・啓発
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政策・調査・研究
 有識者を交え、海外動向、関連政策、新たな課
題に関する研究会を実施（下記はテーマ案）

• ＧＤＰＲとEUのデータ流通動向
• ⾏政保有データの⺠間活⽤
• パーソナルデータストアや情報銀⾏
• データポータビリティ
• データ取引に係る権利・責任
• ⽣活者受容性調査
• センサーデータ活⽤とプライバシー
• 新たな技術の実装（トレーサビリティ、秘密計算等

28

国の関連政策のカウンターに加え、会員から掲げられた新たな課題についてもテー
マとし、成果は積極的に政策提⾔へつなげる。
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12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉

委員会

利活⽤促進

政策・調査
研究

第1回委員会 第２回委員会 第３回委員会
計画案協議 研究会キックオフ 来年度企画

⽀援体制整備
勉強会などの企画・準備

研究会企画・準備 研究会⽴ち上げ
（2〜3テーマ）

勉強会・イベント実施

活動計画（今年度）
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認定・監査委員会
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認定・監査委員会の位置付け
• 認定・監査委員会は、運⽤基準検討委員会およ
び技術基準検討委員会が策定し、会員により承
認された基準に基づき、データ流通事業に係る
ものが適正であるかを認定・監査するものであ
る。

• 利益相反とならないために、本委員会により認
定・監査⾏為は、第三者により実施される。
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ロードマップ
2018年2⽉

委員会委員選任・設置

32

2018年4⽉

運⽤基準レ
ビュー、監
査⼿順の設
計

2018年5⽉

認定・監査
⼿順の⼿続
き、ガイド
ブック策定

2018年6⽉

認定・監査
⼿順の⼿続
き、ガイド
ブック承認

2018年7⽉

認定・監査
業務開始
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ご⼊会の申し込みは
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• ⼀般社団法⼈データ流通推進協議会
• ホームページ http://data‐trading.org
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